
歯科保健課の髙田です。よろしくお願いします。 

歯科医師のシームレスな養成についてということで 2こま目でございます。歯科医師の

養成につきましては様々な制度が絡み合って養成されているわけでございますけれども，6

年間の歯学部教育，そして 1年以上の歯科医師臨床研修，専門医をはじめとした生涯学習・

研修等になります。文部科学省，厚生労働省で実施しているものなどが絡み合っていると

いうこと。また，生涯学習につきましては，主に地域の歯科医師会であったり学会であっ

たりで行われております。これをできるだけ途切れなく進めていくことを目指していると

ころでございます。 

めくっていただきまして，歯科医師の臨床実習についてです。歯学部のところに赤い枠

で囲んだ部分になります。1 つ目の丸になりますけれども，歯学生が歯科医行為を行った

場合の取扱いについて，2 行目後段から，実質的には違法性がなく無免許歯科医業には当

たらないと解釈してきているところでございます。また一方で，3 つ目の丸になりますけ

れども，診療チームの一員として診療に参加しながら臨床実習を行うためには，指導体制

の充実，歯学生の質の担保，そのためには歯科医行為に対する法的な位置づけなどが指摘

されたところでございます。 

 次のページをお願いいたします。これまでの臨床実習の運用について 3枚続きます。臨

床実習につきましては，枠囲みの部分になります「歯科医師卒前臨床実習指針に関する調

査研究」という厚生労働科学研究が平成 14年度に行われまして，平成 15年 3月に取りま

とめられたものでございます。この方針に基づいて実施することにより，違法性の阻却の

考え方が整理されているところでございます。 

5こま目，6こま目は参考でございますので，7こま目まで飛んでいただきまして，卒前教

育における共用試験の導入でございます。3 行目下線部分でございますけれども，臨床実

習に臨む学生の能力・適性について全国的に一定の水準を確保する観点から，コンピュー

ターで行う CBT，臨床能力試験として客観的に臨床能力を評価する OSCEなどが取り組まれ，

平成 20年 7月には全ての歯科大学が参加する状況になったものでございます。 

 一方で，公的な整備としての動きになりますが，8 こま目でございます。シームレスな

歯科医師養成につきまして，医道審議会歯科医師分科会で議論されまして，令和 2年 5月

厚生労働省説明 

「シーム レス な歯科 医師養成について」 
厚生労働省医政局歯科保健課長補佐 

髙田 淳子 
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13日に報告書が取りまとめられたところでございます。大きく 3点まとめられたところで

すが，水色の囲みの部分です。卒前・卒後の一貫した歯科医師養成，2 つ目として共用試

験の公的化，いわゆる Student Dentistの法的位置づけ，そしてめくっていただきまして

3 番目，共用試験の公的化といわゆる Student Dentist が法的に位置づけられることの影

響でございます。 

 次のページに行っていただきまして，医道審議会歯科医師分科会のこの報告書を踏まえ

まして，令和 3年 5月 28日，歯科医師法を一部改正したところでございます。具体的には，

左側にあるとおり，共用試験に合格していることを歯科医師国家試験の受験資格にしたこ

と。そして 2つ目が赤字部分に書かれておりますけれども，共用試験に合格した歯学生が

臨床実習を行うことについて，法的に問題ないことを明確化したということでございます。 

 めくっていただきまして参考資料として条文をつけておりますけれども，歯科医師法の

一部改正の第 11 条第 1項，漢数字で一と 2行目に書いてあるところの 2行目括弧書き，後

ろのほうです。「大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知

識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働

省令で定めるものに合格したものに限る」と書かれております。 

 また 17条の 2になりますけれども，下 2行，「当該大学が行う臨床実習において，歯科

医師の指導監督の下に，歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業

をすることができる」と位置づけてございます。 

 続きまして 12 こま目でございます。医道審議会で指摘されて，法改正後もその指摘部分

として残っているものについて，オレンジ色の囲みの 1つ目の丸です。1行目，OSCEの公

的化に当たっては，客観的な評価の信頼性のさらなる向上のために評価者の養成，評価基

準の確立，模擬患者の均てん化，そして 2 つ目の丸，4 行目部分になりますが，出題範囲

や内容，合格基準などについてもきちんと整理する必要性でございます。 

 これを踏まえまして，下矢印のところにありますけれども，OSCEの在り方・評価者養成

に係る調査・実証事業を行っているところでございます。 

 13 こま目，先ほど歯科保健課長からも挨拶の中で説明させていただきましたが，歯科

OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業でございまして，令和 4年度につきまし

ては，現在取りまとめられている案に基づいて，トライアルとして OSCEが実施されている

ということでございます。 

 続いて 14こま目でございます。「歯学生が臨床実習で行う歯科医業の範囲に関する検討

会」を第 1回が 6月 1日，第 2回が 7月 4日に開催しており，構成員につきましては左下

にお示ししたとおりでございます。検討会の趣旨といたしまして，一番上の枠囲みの趣旨

というところの 2行目中段からです。「歯科医師法の改正が行われ，共用試験に合格した歯

学生は，臨床実習において歯科医師の指導監督の下，歯科医業を行うことができることと

された」ことを踏まえ、2 段落目 3 行目の後ろのほうから，医療安全や学生保護などの観

点から，「学生でもやってよいこと，また，規制しておいたほうがいいこと」をきちんと整
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理すべく検討会しているところでございます。 

 具体的な状況について最後のページになります。本検討会において太枠囲み部分のよう

な論点で検討を行い、構成員の先生方からは，具体的に下の細い線で囲んだ部分のような，

大学での学生実習の進捗管理方法や評価方法等について御意見を頂戴しました。また，患

者の同意取得はどのように行われているかなどについても御紹介いただきました。 

 2 つ目に，歯学生が臨床実習で行っている侵襲的な歯科医行為などについてどうやって

位置づけたらいいかとか，処方箋の交付についても意見を頂戴しました。 

 その他，臨床実習の実施に当たり，国民の認識・意識の向上であるとか，歯科医師の保

険の話などについても指摘されたところでございます。 

 下に大きく矢印を振っておりますけれども，この URLをクリックしていただきますと，7

月 4日の検討会でお示しした報告書案を御確認いただける状況となっております。現在，7

月 4日に先生方から頂いた御意見を踏まえまして最終報告書を作成中という状況でござい

ますが，近日中にお示しできるよう努めてまいりますので，引き続き先生方の御協力，御

指導を賜れたらと考えております。 

私からは以上でございます。ありがとうございます。 
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御紹介ありがとうございました。調査研究チーム座長の河野でございます。 

 それでは令和 4年度の歯学教育モデル・コア・カリキュラム，これはコアカリと呼ばせ

ていただきますが，その案の概要について御説明いたします。皆さんに事前に配付した資

料の中の学修項目に一部，修正前のものがありましたので，共有画面のほうを御覧くださ

い。また後できちんと修正版は送っていただけると思います。 

次をお願いします。コアカリ改訂の基本方針を示します。方針としましては，アウトカ

ム基盤型カリキュラムへの深化，カリキュラムの構成の変更，超高齢社会への対応など社

会ニーズを踏まえた学修項目の見直し，診療参加型臨床実習の充実による資質・能力の向

上，医学・歯学・薬学のコアカリの一部共有化，最後に学修目標の総量の適正化の 6つの

項目を挙げて，各大学歯学部がこのコアカリを利用して，カリキュラムやシラバスの作成

に活用できるような構成を検討し，案づくりを行いました。 

 次をお願いいたします。スライドに今回のコアカリの構成を示します。第 1章には資質・

能力，第 2章には学修目標，第 3章には方略と評価，その後に診療参加型臨床実習のガイ

ドライン，最後に参考資料を収載しております。 

 次をお願いします。スライドには平成 28年度改訂版と改訂案の構成の違いを示します。

「A，歯科医師として求められる基本的な資質・能力」を，「歯科医師として求められる資

質・能力」として第 1章に独立させて，第 2章には第 1章に示した資質・能力を涵養する

ための学修目標を示す構造といたしました。アルファベットで示した学修目標の大項目は，

スライドに示す第 2章の 6つの項目に見直し，学修の順位性を考慮して変更いたしており

ます。 

 次をお願いします。第 1章「歯科医師として求められる資質・能力」は，平成 28年度改

訂版では歯学生に必要とされる基本的な資質・能力として記載されていましたが，今回の

案では，生涯にわたり研さんして獲得する医療人としての資質・能力と位置づけて，将来

の歯科医師像，医療人としての像を明確に示しました。 

 次をお願いします。新しい 10 の資質・能力をスライドの右に示しました。黄色く示した

ところが平成 28 年度改訂版とは表現が異なっている資質・能力です。表現は異なっていま

歯学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する調査研究チ

ームから，令和 4年度改訂版コアカリ（案）報告 

歯学教育モデル・コア・カリキュラム改訂等に関する 

調査研究チーム座長 

河野 文昭 
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すが，内容はほぼ同じです。オレンジ色で新たに追加になった資質・能力は，「総合的に患

者・生活者をみる姿勢」「情報・科学技術を活かす能力」が追加になっています。 

 次をお願いします。スライドには資質・能力のうち，新しく追加された「総合的に患者・

生活者をみる姿勢」の記載例を示します。まず，獲得すべき資質・能力をタイトルとして

示し，その下に「個人と社会のウェルビーイングを実現するために，患者，生活者の心理

云々」というような平易な文章で，その能力の必要性と行動の内容を示しました。 

 さらにその下に GE-01から GE-05としまして，患者中心の視点，地域の視点，人生の視

点を踏まえ，臨床研修との連続性を考慮して，歯学部卒業時に身につけておくべき資質・

能力をマイルストーン，到達目標として記載し，歯学生の歯科医師としての第一歩の道し

るべを示しました。 

 次のスライドをお願いします。第 2章では，学修者・教員などが活用する視点から，今

回は平成 28 年度改訂版の記載法を踏襲しております。案では第 1章で卒業時の資質・能力

のマイルストーンを示したことから，第 2章では学修の順位性を考慮して，大項目「生命

科学」を最初に移動させ，生命科学の学修が臨床歯学の学修の基本となることを明示いた

しました。全ての学修目標は表現の抽象度をできるだけ統一し，学生が身につける必要の

あるものは何かの視点で，学修内容が分かるように見直しました。また，大項目「社会と

歯学」「臨床歯学」との重複を検討し，適正化を図りました。 

 次をお願いします。大項目 Bの表題は，平成 28年度改訂版では「歯科医療機器（歯科材

料・器械・器具）」でしたが，歯科医師国家試験の出題基準に合わせて，Bの「歯科材料と

歯科医療機器」へと改めました。ここで歯科材料と歯科用機器に必要な知識を修得し，医

療提供の発展に必要な考え方を身につけるという学修目標を新たに設定しました。学修の

中項目を「材料の基本物性」，ここには生体の物性を含みますけれども，あと「歯科用材料」

「歯科用機器」の 3項目として記載を充実させるとともに，昨今のデジタルデンティスト

リーの普及に応じて学修目標を追加しております。

次をお願いします。大項目 Cの「社会と歯学」では，適正な歯科医療を提供するために

歯科医師に求められる倫理的・法的・社会的知識と態度を身につけるという学修目標に変

更して，平成 28年度改訂版，Aの「歯科医師として求められる基本的な資質・能力」の学

修目標をこの領域に移動して整理を行いました。 

 また，中項目に「保健医療情報リテラシー」を追加して，医学・歯学・薬学共通の，医

療の質の向上を目的とした数理・データサイエンスの学修目標をここに設けました。さら

に平成 28年度改訂版，Eの「臨床歯学」の中にあった法律・制度関連の学修目標をこの C

の「社会と歯学」の項目に移動して整理しました。また，平成 28年度改訂版の中項目にあ

った「歯科による個人識別」を C-4-4として「法歯学」として改めて，新しい学修目標を

追加し，歯科医師の社会での役割の学修を充実いたしました。 

 次をお願いします。平成 28年度改訂版，Eの「臨床歯学」，Fの「シミュレーション実習」，

Gの「臨床実習」の学修目標を大幅に見直し，Dの「臨床歯学（知識）」，Eの「臨床歯学（診
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察・診断と治療技能）」に変更し，Dの臨床歯学に知識領域を，Eの診察・診断と治療技能，

態度領域を集約して記載し，学修目標の整理を行いました。臨床技能の学修目標について

は，医療系大学間共用試験実施評価機構，歯学系 OSCE 実施小委員会作成の「診療参加型臨

床実習に参加する学生に必要とされる技能と態度に関する学修・評価項目」と，令和 2年

度歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループの報告書の中にある「歯科医

師臨床研修の到達目標」を参考にして，学部教育・臨床教育の連続性を考慮した見直しと

致しました。 

 次をお願いします。12番です。Dの「臨床歯学」の改訂のポイントをこのスライドに示

します。時間があまりありませんので，詳細は後で御覧ください。 

次をお願いいたします。13においても同じことです。 

 次をお願いします。続いて診療参加型臨床実習で経験すべき症例や課題を，診療参加型

臨床実習の内容と分類の一覧表としてまとめ，E の「診察・診断と治療技能」の学修目標

の後に収載することにします。今回の改訂に当たり，令和 3年度に 5大学の臨床実習の責

任者に対して，診療参加型臨床実習ガイドラインと，臨床実習の内容と分類についてのイ

ンタビューを行い，現行の分類 3と分類 4の区別が分かりにくい，表を見やすくする意味

では簡潔化が望ましい，臨床実習・臨床研修の到達目標が整合するように整理することが

必要である等の意見を頂き，これらの意見に基づき，平成 28年度改訂版の臨床実習の内容

と分類を改訂いたしました。 

 次をお願いします。臨床実習の内容と分類の表の横軸の分類は，平成 28年度改訂版では

4 つに分類されていましたが，今回の改訂では「指導者のもと実践する課題」と「経験が

望まれる重要な課題」の大きく 2つに分けて，前者を「自験を求めるもの」「自験が望まれ

るが，できない場合にはシミュレーション等で補完するもの」と分類いたしました。 

 次をお願いします。一方，縦軸は E 領域の項目に従った構成として，E 領域の学修目標

との整合性を取っています。 

次をお願いします。これが新しい診療参加型臨床実習の内容と分類になります。黄色に

マークした部分が新しく追加された課題になります。平成 28年度改訂版ではラバーダムや

根管長の測定など診療の一部を切り出したものがありましたので，それらを改めました。

患者安全や感染予防の課題，小児への対応，小児の口腔内検査が新たに追加されています。 

 次をお願いします。診察の体位やポジショニング，清潔操作など診療の基本中の基本の

行動や，小児の歯科治療，高齢者の歯科治療としての生体モニタの装着，高齢者の口腔機

能管理，また在宅で使用する機器の使用法など，本年度から実施している臨床研修プログ

ラムで重視している訪問歯科診療とつなぐ課題もここに取り入れています。また，E-6「多

職種連携，チーム医療，地域医療」では超高齢社会に対する多職種との連携や，訪問診療

をはじめとする地域包括ケアシステムへの参画の課題が提示されています。地域包括ケア

システムの実習では各大学が活用できる資源が異なりますので，具体的にはここでは示し

ていません。第 3章の「方略と評価」で示したグッドプラクティスを参考にして，各大学
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で特色のある教育を構築していただければと考えています。 

 次をお願いします。方略と評価は，カリキュラムの 3要素のうち，学修目標を達成する

ための重要な 2つの要素であることから，今回の改訂において「方略と評価」を収載する

ことにしました。また，平成 28年度のコアカリ改訂の時に次期改訂の課題としても挙げら

れていましたので，こういう方針でコアカリを改訂しております。 

 方略の掲載に当たっては，特定の方略を推奨するのではないことから，医学教育学の基

本的な考え方と各大学の今後のカリキュラムの編成に参考になるように，グッドプラクテ

ィスとしての幾つかの事例紹介を掲載することにしました。 

 次をお願いします。スライドには方略の目次を示します。方略とはとか，教育学の理論，

鍵となる問い，種類，構成要素，考え方を示しています。 

 次をお願いします。これは評価の目次を示します。卒前・卒後各段階での学修成果の評

価の必要性，学修評価の考え方，評価の種類，総括的な評価について解説をしています。 

次をお願いします。各大学が方略を選択するときの参考になるように，プロフェッショ

ナリズム，地域包括ケアシステムなど比較的新しい学修項目や，評価・方略の設定に困難

さがあった学修内容を中心に，グッドプラクティスとして現在は 15の事例を掲載しており

ます。これは各大学歯学部の御協力により御提供いただいた実際のカリキュラムを，学修

方略と学修評価を中心に表形式で情報収集して，掲載することとしております。 

 次をお願いします。最後に診療参加型臨床実習ガイドラインについてです。平成 28年度

改訂版におけるガイドラインにはタイトルに「（案）」がついたまま現状に至っています。

令和 3年度の歯科医師法の改正により，歯学生が臨床実習で歯科医業を行うことができる

ことが明確に示されたことに伴い，さらに診療参加型臨床実習の実施を促すとともに，診

療参加型臨床実習の位置づけや歯学生が実施する医療行為の範囲等について記載して，各

大学で共通の認識を得ておく必要があることから，コアカリに掲載することと致しました。 

 次をお願いします。歯学教育では全国的にシミュレーション実習，臨床実習と段階的に

臨床能力を醸成するカリキュラムが一般的になっていますので，このガイドラインでは診

療参加型臨床実習に特化した方略・評価を詳細に記載せず，第 3章にまとめて記載するほ

うが本ガイドラインを利用する教員にも読みやすいと考えられたため，ガイドラインにお

ける記載内容を限定しております。 

 ガイドラインの目次をここに示しています。目的，方略，評価，実施に当たっての留意

事項となっています。留意事項においては，学生が臨床実習を行う歯科医業の範囲，アン

プロフェッショナルな行動をとる学生への対応，学生の歯科専門職との関わりの項を新設

し，さらに学生の安全管理の記載を充実させています。 

スライド，次をお願いします。新規に追加した，学生が診療参加型臨床実習で行う歯科

医業の範囲の記載を示します。これも後で読んでいただければいいと思いますが，先ほど

御説明いただきました厚生労働省歯科保健課と相談しながら記載を行っているところでご

ざいます。 
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 次をお願いします。新たに追加した，アンプロフェッショナルな行動をとる学生への対

応の記載を示します。診療参加型臨床実習では一般的な学生として求められる行動以上に

社会性や倫理性が求められ，将来歯科医として歯科医療に従事させることができないと考

えられる，アンプロフェッショナルな行動をとる学生への対応が必要となる場合があると

考えられます。そこで，アンプロフェッショナルな行動とその対応の例示をこの項では示

しています。 

 次をお願いします。大分時間が押してしまいましたが，以上，簡単ですがコアカリ改訂

の概要を御説明いたしました。先ほども御説明がありましたように，パブリックコメント

が 7月 22日から 8月 21日にかけて行われますので，建設的な御意見の投稿をお願いした

いと思います。私たちは学修者・教育者にとって使いやすいコアカリを目指して改訂版を

改訂したいと思いますので，御協力のほどよろしくお願いいたします。 
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